
注意事項

①補助金を利用するには、出発の20日前までに申請が必要です。②交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や中止

になった場合は速やかに報告してください。③事業実施後、20日以内に実績報告が必要です。④その他の国や県の補

助制度と併用はできません。⑤申請書等は県のHPからダウンロードしてください。

⑥詳細については、県のHPから募集要領等を確認してください。

（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/fukushimadc-promo.html）

申請受付期間

福島県への観光誘客に係る
商談会参加、旅行会社訪問の

旅費を補助します

福島県観光復推進委員会

福島県観光復興推進委員会事務局（福島県観光交流局観光交流課内）

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎1階(観光交流課内)

024-521-7398 cp@pref.fukushima.lg.jp

補助対象期間

【プロモーション支援事業補助金】

令和 8年 3月2日 (月 )～令和 9年 2月8日 (月 )

令和 8年 4月1日 (水 )～令和 9年 2月28日 (日 )

交付要件

以下のいずれかに該当する事業を行うこと。

①県内自治体や方部協議会が実施する観光等をテーマとした商談会・イベント等への出展・参加、旅行会社等へ

の訪問活動。

②本県への誘致や周遊促進に繋がるコンベンション等誘致のための商談会・イベント等への出展・参加等。

補助対象経費

①交通費（公共交通機関に係る経費に限る） ②宿泊費

※対象経費の1/2以内の額を補助します。

※申請の受付は先着順とし、期間内であっても予算がなくなり次第終了となります。

※補助金の申請は、1会員当たり2回までとなります。

※海外事業とは、海外への渡航を伴う活動が対象です。

区分 国内事業のみ 海外事業含む

補助上限額 5万円 15万円

補助金の詳細について

補助対象者

「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会会員で、10口10,000円（1口1,000円）以上負担金を納入し

ていること。(方部協議会及び自治体会員は除く)

※入会をご希望の方は、裏面をご参照ください。



「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会
入会のご案内

事業内容

・観光復興キャンペーンの基本計画及び事業計画の策定・ 実施

・そのほか事業の目的を達成するために必要な事業

・入会届を以下のアドレスに送付ください

入会方法

令和7年度の主な取り組み

・観光ガイドブック等の作成

・各種イベントプロモーション（HAPPYふくしま隊によるイベント出演、

ラッキーの活用、ブース出展など）

・「ふくしまプレデスティネーションキャンペーン」の実施

福島県の豊かな自然・歴史・文化などの魅力を国内外に広く情報

発信するとともに、 観光を通じた魅力的な地域づくりを進めること

で、福島県の観光のイメージアップ及び観光客の誘致促進に寄与

することを目的として活動しています。令和８年１月末時点で、２

２１団体に加盟いただいています。

tourism@pref.fukushima.lg.jp

【お問い合わせ】福島県観光復興推進委員会事務局（福島県観光交流局観光交流課内）

☏ 024-521-7398

HAPPYふくしま隊

入会届はこちらから

https://www.pref.fukushima.lg.jp/

sec/32031a/fukkousuishinn.html

tourism@pref.fukushima.lg.jp
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